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●ボイラー取扱技能講習（9/5～9/6） 

この技能講習は、小規模ボイラーを取扱う資格を取得するものです。ボイラーは

製造業に限らず、公共施設や温室などの暖房用などいろいろな業種で利用され

ています。ボイラーの大きさにより、ボイラー取扱技能講習修了証が必要な場合

は、是非ご参加ください。 

   ＜会場＞郡山市労働福祉会館 ＜受付締切＞ 8 月 26 日（月） 

●普通第一種圧力容器取扱作業主任者 

技能講習（10/1～10/2）

この技能講習は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者(化学設備に係るものを

除く)に選任できる資格を取得するものです。第一種圧力容器の取扱管理につ

いては、種類の大きさによって一定の資格を有する者を作業主任者に選任し、

作業者の指揮などをさせることとなっています。 

   ＜会場＞郡山市労働福祉会館 ＜受付締切＞ 9 月 24 日（火） 

●ボイラー取扱作業主任者能力向上教育 

ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育（9/18） 

能力向上教育並びに安全衛生教育は、労働省労働基準局長通達（平成元年 5

月 22 日付基発第 246 号及び平成 2 年 7 月 23 日付基発第 467 号）により労働

安全衛生法第 19 条の 2 第 2 項に基づいて、事業者は、労働災害の防止のため

の業務に従事する「ボイラー取扱作業主任者・ボイラー取扱業務従事者」を対象

に労働災害の動向、技術革新の進展等に対応でき得るよう適切かつ、有効な教

育の実施に努めなければならないとされています。当協会は、事業者の方々に

代わって、標記教育講習を実施することと致しましたので、是非ご参加ください。 

＜会場＞ 郡山市労働福祉会館 ＜受付締切＞ 9 月 9 日（月） 

https://jba-fukushima.org/class

